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レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインとの相違点

第１ ガイドラインの目的

レセプト情報・特定健診等情報の提供
におけるガイドライン

要介護認定情報・介護レセプト等情報
の提供に関するガイドライン（案）

根拠法 高齢者の医療の確保に関する法律第
16条第２項

介護保険法第 118条の２第２項

データの
提供主体

保険者及び後期高齢者医療広域連合 市町村
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第２ 用語の定義

レセプト情報・特定健診等情報の提供
におけるガイドライン

要介護認定情報・介護レセプト等情報
の提供に関するガイドライン（案）

要介護者
等

（なし） 要介護認定等の申請者

収集する
情報

• レセプト情報
• 特定健診等情報

• 要介護認定情報
• 介護レセプト等情報

情報の総
称

レセプト情報等 要介護認定情報等



レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインとの相違点

第３ 要介護認定情報等の提供に際しての基本原則

レセプト情報・特定健診等情報の提供
におけるガイドライン

要介護認定情報・介護レセプト等情報
の提供に関するガイドライン（案）

（「第２ 用語の定義」に基づく変更のみ）

第４ 要介護認定情報等の提供を行う際の処理の例

レセプト情報・特定健診等情報の提供
におけるガイドライン

要介護認定情報・介護レセプト等情報
の提供に関するガイドライン（案）

用語 医療機関・薬局コード 介護事業所番号
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レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインとの相違点

第５ 要介護認定情報等の提供依頼申出手続

レセプト情報・特定健診等情報の提供
におけるガイドライン

要介護認定情報・介護レセプト等情報
の提供に関するガイドライン（案）

提供依頼
申出者の
範囲
（抄）

医療保険各法に定める医療保険者の中
央団体
（国民健康保険中央会、健康保険組合
連合会、全国健康保険協会、共済組合
連盟、地方公務員共済組合協議会及び
日本私立学校振興・共済事業団）

国民健康保険法に定める国民健康保険
団体連合会の中央団体

申出書等
の受付窓
口

保険局医療介護連携政策課保険システ
ム高度化推進室

老健局老人保健課
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レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインとの相違点

第６ 提供依頼申出依頼に対する審査

レセプト情報・特定健診等情報の提供
におけるガイドライン

要介護認定情報・介護レセプト等情報
の提供に関するガイドライン（案）

提供が可
能となる
場合（目
的）

医療サービスの質の向上等 国民の健康の保持増進及びその有する
能力の維持向上等

医療情報
システム
の安全管
理に関す
るガイド
ライン

第4.3版 平成28年３月 第５版 平成29年５月

有識者会
議の審査
を省略す
ることが
できる利
用※

（３）都道府県が医療法に基づき医療
計画の策定のために利用する場合

（なし）

5
※法に定める目的以外での利用について記載



レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインとの相違点

第８ 提供が決定された後の要介護認定情報等の手続

レセプト情報・特定健診等情報の提供
におけるガイドライン

要介護認定情報・介護レセプト等情報
の提供に関するガイドライン（案）

提供窓口 保険局医療介護連携政策課保険システ
ム高度化推進室

老健局老人保健課

第７ 審査結果の通知等

レセプト情報・特定健診等情報の提供
におけるガイドライン

要介護認定情報・介護レセプト等情報
の提供に関するガイドライン（案）

（「第２ 用語の定義」に基づく変更のみ）

第９～第１１

レセプト情報・特定健診等情報の提供
におけるガイドライン

要介護認定情報・介護レセプト等情報
の提供に関するガイドライン（案）

（「第２ 用語の定義」に基づく変更のみ）
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レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインとの相違点

第１２ 提供依頼申出者による研究結果等の公表

レセプト情報・特定健診等情報の提供
におけるガイドライン

要介護認定情報・介護レセプト等情報
の提供に関するガイドライン（案）

最小集計
単位の原
則

① 公表される研究の成果物において患者等の数
が原則として10未満になる集計単位が含まれて
いないこと。
また、集計単位が市区町村（政令指定都市の場合
の行政区を含む。以下同じ。）の場合には、公表
される研究の成果物において、以下のとおりとす
る。
ⅰ）人口2,000人未満の市区町村では、患者等の
数を表示しないこと。
ⅱ）人口2,000人以上25,000人未満の市区町村
では、患者等の数が20未満になる集計単位が含
まれないこと。
ⅲ）人口25,000人以上の市区町村では、患者等
の数が10未満になる集計単位が含まれないこと。

② 公表される研究の成果物において医療機関等
または保険者の属性情報による集計数が、原則と
して３未満となる集計単位が含まれていないこと。

① 公表される研究の成果物において要介護者等
の数が原則として10未満になる集計単位が含ま
れていないこと。
また、集計単位が市町村の場合には、公表される
研究の成果物において、以下のとおりとする。

ⅰ）人口2,000人未満の市町村では、要介護者等
の数を表示しないこと。
ⅱ）人口2,000人以上25,000人未満の市町村で
は、要介護者等の数が20未満になる集計単位が
含まれないこと。
ⅲ）人口25,000人以上の市町村では、要介護者
等の数が10未満になる集計単位が含まれないこ
と。
② 公表される研究の成果物において介護事業所
または市町村の属性情報による集計数が、原則と
して３未満となる集計単位が含まれていないこと
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レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインとの相違点

第１２ 提供依頼申出者による研究結果等の公表

レセプト情報・特定健診等情報の提供
におけるガイドライン

要介護認定情報・介護レセプト等情報
の提供に関するガイドライン（案）

年齢の集
計単位

公表される研究の成果物において年齢区分が、原
則として、５歳毎にグルーピングして集計されて
いること。
なお、85歳以上については、同一のグループと
すること。
ただし、15歳未満については、産業・職業等の
情報はなく個人の特定に利用できる情報は限定さ
れるため、研究の目的に応じ、各歳別を可能とす
る。

公表される研究の成果物において年齢の集計単位
が、原則として、５歳毎にグルーピングして集計
されていること。
なお、65歳未満及び95歳以上については、それ
ぞれ１グループとして集計されていること。

地域の集
計単位

① 特定健診等情報にかかる受診者の住所地につ
いては、原則として公表される研究の成果物にお
ける最も狭い地域区分の集計単位は２次医療圏ま
たは市区町村とすること。
② 医療機関等または保険者の所在地の集計単位
は、原則として公表される研究の成果物において
最も狭い地域区分の集計単位は２次医療圏または
市区町村とすること。
③ ①又は②において市区町村で集計した場合は、
保険者の特定を避けるため、保険者種別でのクロ
ス集計を公表することは認めない。ただし、保険
者の同意を得ている場合等はこの限りではない。

介護事業所の所在地又は要介護者等の保険者の集
計単位は、原則として公表される研究の成果物に
おいて最も狭い地域の集計単位を市町村とするこ
と。
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レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドラインとの相違点

第１３～第１７

レセプト情報・特定健診等情報の提供
におけるガイドライン

要介護認定情報・介護レセプト等情報
の提供に関するガイドライン（案）

（「第２ 用語の定義」に基づく変更のみ）
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第１８

レセプト情報・特定健診等情報の提供
におけるガイドライン

要介護認定情報・介護レセプト等情報
の提供に関するガイドライン（案）

統計の名
称

社会医療診療行為別統計 介護給付費等実態統計


